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(57)【要約】
　　【課題】　焼却プラントから排水される排水の排水
処理方法であって、ＲＯ膜を劣化させにくく、焼却プラ
ントにおける燃焼排ガスの熱を効率よく回収できる排水
処理方法等を提供することを課題としている。
　　【解決手段】　有機物を燃焼させる焼却装置と、該
焼却装置から排出される燃焼排ガスの熱を回収する熱回
収装置と、前記熱回収装置で熱回収された燃焼排ガスを
さらに減温させる減温装置とが備えられた焼却プラント
から排出される排水の排水処理方法であって、前記排水
に含まれる遊離残留塩素の量を測定する塩素量測定工程
と、前記排水に脱塩素剤を添加する脱塩素剤添加工程と
、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に添
加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加工程と、前記
脱塩素剤が添加された前記排水から逆浸透膜（ＲＯ膜）
によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離工程と、熱回
収された燃焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減
温装置で減温させる減温工程とを実施する排水処理方法
等を提供する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機物を燃焼させる焼却装置と、該焼却装置から排出される燃焼排ガスの熱を回収する
熱回収装置と、前記熱回収装置で熱回収された燃焼排ガスをさらに減温させる減温装置と
が備えられた焼却プラントから排出される排水の排水処理方法であって、
　前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を測定する塩素量測定工程と、前記排水に脱塩素
剤を添加する脱塩素剤添加工程と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に添
加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加工程と、前記脱塩素剤が添加された前記排水か
ら逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離工程と、熱回収された燃
焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置で減温させる減温工程とを実施するこ
とを特徴とする排水処理方法。
【請求項２】
　前記脱塩素剤添加工程を実施する前に、前記排水に含まれる浮遊物を減少させる前処理
工程を実施する請求項１記載の排水処理方法。
【請求項３】
　前記前処理工程では、前記排水に含まれる浮遊物を減少させるべく、前記排水を精密ろ
過膜（ＭＦ膜）によって分離し該ＭＦ膜を透過したＭＦ膜透過排水を前記排水から分離除
去する請求項２記載の排水処理方法。
【請求項４】
　有機物を燃焼させる焼却装置と、該焼却装置から排出される燃焼排ガスの熱を回収する
熱回収装置と、前記熱回収装置で熱回収された燃焼排ガスをさらに減温させる減温装置と
が備えられた焼却プラントから排出される排水の排水処理設備であって、
　前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を測定する塩素量測定手段と、前記排水に脱塩素
剤を添加する脱塩素剤添加手段と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に添
加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加手段と、前記脱塩素剤が添加された前記排水か
ら逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離手段と、熱回収された燃
焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置で減温させる減温手段とが備えられて
いることを特徴とする排水処理設備。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、焼却プラントから排出される排水の排水処理方法及び該排水の排水処理設備
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機物を燃焼させる焼却装置と、該焼却装置から排出される燃焼排ガスの熱を回
収する熱回収装置と、該熱回収装置で熱回収された燃焼排ガスをさらに減温させる減温装
置とが備えられた焼却プラントから排出される排水の排水処理方法としては、該排水を凝
集剤などによって凝集処理した後にろ過処理する排水処理方法などが知られている。
【０００３】
　従来の排水処理方法としては、例えば、焼却プラントから排出される排水を凝集剤など
によって凝集処理した後に生物処理を行い、さらに砂ろ過によってろ過処理する排水処理
方法などが知られている（特許文献１）。この種の排水処理方法には、浄化された浄化水
の大部分を放流できることが記載されている。
【０００４】
　ところで、焼却プラントから排出される排水の排水処理方法としては、いわゆる環境問
題に対応すべく、排水処理によって浄化された浄化水を極力放流しない方式を採用したも
のが強く求められている。
【０００５】
　しかしながら、斯かる排水処理方法においては、浄化水を極力放流しないようにするた
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めに、大半の浄化水を減温塔などの減温装置に噴射して気化させ浄化水の容量を減らすこ
となどが行われている。詳しくは、廃熱ボイラなどの熱回収装置で熱回収された後の燃焼
排ガスに対して、減温装置において浄化水を噴射等することにより、浄化水を気化させて
その容量を減らし、一方で、熱回収された燃焼排ガスを浄化水の気化熱によって減温する
ことなどが行われている。即ち、斯かる排水処理方法においては、比較的多量の浄化水が
減温装置における減温のために用いられることとなる。
【０００６】
　このように、排水処理によって浄化された浄化水を極力放流しない方式を採用した排水
処理方法においては、減温装置に噴射等される浄化水が比較的多量であるが故に、その気
化熱により減温する温度幅を比較的大きく設定することとなる。その分だけ、減温装置の
上流側にある廃熱ボイラなどの熱回収装置において、燃焼排ガスから回収する熱量を少な
く設定せざるを得ない。即ち、減温装置において減温させる温度幅を比較的大きくするこ
とに伴い、熱回収装置における燃焼排ガスからの熱回収量をより小さくすることとなり、
焼却プラントにおける燃焼排ガスからの熱回収効率が低くなりやすいという問題がある。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－９９８９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、焼却プラントから排水される排水の排水処理方法であって、焼却プラントにお
ける燃焼排ガスの熱を効率よく回収できる排水処理方法が要望されている。
【０００９】
　また、焼却プラントから排出される排水の排水処理方法においては、排水に次亜塩素酸
イオンなどの酸化性物質が含まれることがあり、しかもその濃度が突発的に上昇すること
があるため、排水に含まれる酸化性物質によって、排水処理設備として用いる逆浸透膜が
特に劣化しやすいという問題がある。そこで、突発的な酸化性物質濃度の上昇に対しても
酸化性物質を迅速に低減させることができ、逆浸透膜を劣化させにくい排水処理方法が要
望されている。
【００１０】
　本発明は、上記問題点、要望点等に鑑み、焼却プラントから排水される排水の排水処理
方法であって、逆浸透膜を劣化させにくく、焼却プラントにおける燃焼排ガスの熱を効率
よく回収できる排水処理方法を提供することを課題とする。また、焼却プラントから排水
される排水の排水処理設備であって、逆浸透膜を劣化させにくく、焼却プラントにおける
燃焼排ガスの熱を効率よく回収できる排水処理設備を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決すべく、本発明に係る排水処理方法は、有機物を燃焼させる焼却装置と
、該焼却装置から排出される燃焼排ガスの熱を回収する熱回収装置と、前記熱回収装置で
熱回収された燃焼排ガスをさらに減温させる減温装置とが備えられた焼却プラントから排
出される排水の排水処理方法であって、前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を測定する
塩素量測定工程と、前記排水に脱塩素剤を添加する脱塩素剤添加工程と、前記遊離残留塩
素の量の上昇に対応して前記排水に添加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加工程と、
前記脱塩素剤が添加された前記排水から逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去す
るＲＯ膜分離工程と、熱回収された燃焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置
で減温させる減温工程とを実施することを特徴とする。
【００１２】
　上記構成からなる排水処理方法によれば、前記排水に脱塩素剤を添加する脱塩素剤添加
工程を実施することにより、前記排水に添加される脱塩素剤によって前記排水に含まれる
遊離残留塩素が低減され、前記排水に含まれる遊離残留塩素の濃度は、比較的低濃度に保
たれ得る。さらに、前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を測定する塩素量測定工程と、
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前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に添加する脱塩素剤を増加させる脱塩素
剤増加工程とを実施することにより、前記排水に含まれる遊離残留塩素の量が突発的に上
昇した場合であっても、遊離残留塩素濃度の上昇を迅速に検知でき、それに対応して前記
排水に添加する脱塩素剤を迅速に増加させることができる。従って、前記排水に含まれる
遊離残留塩素の濃度が突発的に上昇した場合であっても、前記排水に含まれる遊離残留塩
素を迅速に低減させることができる。
【００１３】
　また、上記構成からなる排水処理方法によれば、前記焼却プラントから排出され不純物
等を含む前記排水を逆浸透膜によって濃縮し、容積が減じられた前記濃縮水として分離除
去できる。前記濃縮水を前記減温装置内に噴射等するなど、熱回収された燃焼排ガスを前
記濃縮水の気化熱により前記減温装置で減温させるに際して、濃縮によって容積が減じら
れている分、気化させる水量が少ないため、前記燃焼排ガスを減温する温度幅を小さくす
ることができる。また、前記減温装置で減温される熱回収された燃焼排ガスは、その上流
側で熱回収装置により熱を回収されたものであり、熱回収された燃焼排ガスを前記減温装
置において減温する温度幅を小さくする分、その上流側にある前記熱回収装置において燃
焼排ガスから回収する熱量を大きくすることができる。
【００１４】
　また、本発明に係る排水処理方法は、前記脱塩素剤添加工程を実施する前に、前記排水
に含まれる浮遊物を減少させる前処理工程を実施することが好ましい。前記脱塩素剤添加
工程を実施する前に、前記前処理工程を実施することにより、前記排水に含まれ得る浮遊
物を減少させることができ、前記逆浸透膜の目詰まりを抑制できる。従って、前記逆浸透
膜の交換頻度が低くなり、より効率的に前記分離水を得ることができ、焼却プラントにお
ける燃焼排ガスの熱をより効率よく回収できるという利点がある。
【００１５】
　また、本発明に係る排水処理方法は、前記前処理工程で、前記排水に含まれる浮遊物を
減少させるべく、前記排水を精密ろ過膜（ＭＦ膜）によって分離し該ＭＦ膜を透過したＭ
Ｆ膜透過排水を前記排水から分離除去することが好ましい。前記前処理工程で、前記排水
をＭＦ膜によって分離し該ＭＦ膜を透過したＭＦ膜透過排水を前記排水から分離除去する
ことにより、前記排水に含まれる浮遊物をより減少させることができ、前記ＲＯ膜分離工
程における逆浸透膜の目詰まりがより起こりにくく、前記逆浸透膜の継続使用期間がより
長くなり得る。従って、前記逆浸透膜の交換頻度が低くなり、より効率的に前記分離水を
得ることができ、焼却プラントにおける燃焼排ガスの熱をより効率よく回収できるという
利点がある。
【００１６】
　本発明に係る排水処理設備は、有機物を燃焼させる焼却装置と、該焼却装置から排出さ
れる燃焼排ガスの熱を回収する熱回収装置と、前記熱回収装置で熱回収された燃焼排ガス
をさらに減温させる減温装置とが備えられた焼却プラントから排出される排水の排水処理
設備であって、前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を測定する塩素量測定手段と、前記
排水に脱塩素剤を添加する脱塩素剤添加手段と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して
前記排水に添加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加手段と、前記脱塩素剤が添加され
た前記排水から逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離手段と、熱
回収された燃焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置で減温させる減温手段と
が備えられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る排水処理方法は、前記排水に添加される脱塩素剤によって前記遊離残留塩
素が低減され、前記排水に含まれる遊離残留塩素の濃度は、比較的低濃度に保たれ得る。
また、前記排水に含まれる遊離残留塩素濃度が突発的に上昇した場合であっても、遊離残
留塩素濃度の上昇を迅速に検知でき、それに対応して前記排水に添加する脱塩素剤を迅速
に増加させることができるため、前記排水に含まれる遊離残留塩素を迅速に低減させるこ
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とができる。従って、前記排水に含まれ得る遊離残留塩素によって前記逆浸透膜が劣化し
にくい。
　また、本発明に係る排水処理方法は、上述の通り、前記排水を逆浸透膜によって濃縮し
、容積が減じられた前記濃縮水を前記排水から分離除去でき、濃縮によって容積が減じら
れている分、熱回収された燃焼排ガスを気化熱により減温させる水量が少ないため、熱回
収された燃焼排ガスを前記減温装置で減温する温度幅を小さくすることができる。また、
熱回収された燃焼排ガスを前記減温装置において減温する温度幅を小さくする分、前記熱
回収装置において燃焼排ガスから回収する熱量を大きくすることができる。
　従って、本発明の排水処理方法は、逆浸透膜を劣化させにくく、焼却プラントにおける
燃焼排ガスの熱を効率よく回収できるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係る排水処理方法の一実施形態について説明する。
【００１９】
　本実施形態の排水処理方法は、有機物を燃焼させる焼却装置１と、該焼却装置１から排
出される燃焼排ガスの熱を回収する熱回収装置２と、該熱回収装置２で熱回収された燃焼
排ガス（以下、熱回収燃焼排ガスともいう）をさらに減温させる減温装置３とが備えられ
た焼却プラントから排出される排水の排水処理方法であって、前記排水に含まれる遊離残
留塩素の量を測定する塩素量測定工程と、前記排水に脱塩素剤を添加する脱塩素剤添加工
程と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に添加する脱塩素剤を増加させる
脱塩素剤増加工程と、前記脱塩素剤が添加された前記排水から逆浸透膜（以下、ＲＯ膜と
もいう）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離工程と、前記熱回収燃焼排ガスを前記
濃縮水の気化熱により前記減温装置３で減温させる減温工程とを実施する排水処理方法で
ある。
【００２０】
　詳しくは、本実施形態の排水処理方法は、有機物を燃焼させる焼却装置１と、該焼却装
置１から排出される燃焼排ガスの熱を回収する熱回収装置２と、該熱回収装置２で熱回収
された燃焼排ガスをさらに減温させる減温装置３とが備えられた焼却プラントから排出さ
れる排水の排水処理方法であって、
　前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を継続的に測定する塩素量測定工程と、前記排水
に所定量の脱塩素剤を添加する脱塩素剤添加工程と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応
して前記排水に添加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加工程と、前記脱塩素剤が添加
された前記排水から逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離工程と
、前記熱回収燃焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置３で減温させる減温工
程とを実施し、さらに前記脱塩素剤添加工程を実施する前に、前記排水に含まれる浮遊物
を減少させる前処理工程を実施する排水処理方法である。
【００２１】
　さらに詳しくは、本実施形態の排水処理方法は、有機物を燃焼させる焼却装置１と、該
焼却装置１から排出される燃焼排ガスの熱を回収する熱回収装置２と、該熱回収装置２で
熱回収された燃焼排ガスをさらに減温させる減温装置３とが備えられた焼却プラントから
排出される排水の排水処理方法であって、
　前記排水に含まれる浮遊物を減少させるべく前記排水を精密ろ過膜（以下、ＭＦ膜とも
いう）によって分離し該精密ろ過膜（ＭＦ膜）を透過したＭＦ膜透過排水を前記排水から
分離除去する前処理工程と、前記ＭＦ膜透過排水に含まれる遊離残留塩素の量を継続的に
測定する塩素量測定工程と、前記遊離残留塩素を所定量以下にし得る量の脱塩素剤を前記
排水に添加する脱塩素剤添加工程と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に
添加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加工程と、前記脱塩素剤が添加された前記排水
から逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離工程と、前記熱回収燃
焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置３で減温させる減温工程とを実施する
排水処理方法である。
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【００２２】
　ここで、前記焼却プラントに備えられている前記焼却装置１、前記熱回収装置２、及び
前記減温装置３について説明する。なお、前記焼却プラントには、必要に応じて適宜、他
の装置等が備えられ得る。
　前記焼却装置１、前記熱回収装置２、及び前記減温装置３を備えた焼却プラントの概略
図を図１に示す。
【００２３】
　前記焼却装置１は、有機物を燃焼させるものであり、具体的には、例えば、焼却炉が挙
げられる。燃焼する有機物としては、特に限定されるものではないが、例えば、都市ごみ
、産業廃棄物、廃木材、下水汚泥、スラッジなどが挙げられる。なお、前記焼却装置１と
しては、ストーカ炉、流動床焼却炉、ガス化溶融炉、灰溶融炉等焼却プラントの技術分野
において従来公知の一般的なものを用いることができる。
【００２４】
　前記熱回収装置２は、前記焼却装置１から排出される燃焼排ガスの熱を回収するもので
ある。前記熱回収装置２としては、例えば、燃焼排ガスの熱を回収して水に伝え、水蒸気
や温水に換える廃熱ボイラなどが挙げられる。前記熱回収装置２に導入される燃焼排ガス
は、通常、８００～１３００℃程度の温度になっている。なお、前記熱回収装置２として
は、焼却プラントの技術分野において従来公知の一般的なものを用いることができる。
【００２５】
　前記減温装置３は、前記熱回収装置２で熱回収された燃焼排ガスをさらに減温させるも
のである。前記減温装置３としては、特に限定されるものではないが、前記熱回収装置２
から導入される前記熱回収燃焼排ガスに水を噴射又は噴霧し、水の気化熱を利用して前記
熱回収燃焼排ガスの温度を下げる減温塔などが挙げられる。前記熱回収装置２で熱回収さ
れた燃焼排ガスは、通常、２５０～４００℃程度の温度になっている。なお、前記減温装
置３としては、焼却プラントの技術分野において従来公知の一般的なものを用いることが
できる。
【００２６】
　前記熱回収燃焼排ガスが前記減温装置３によって減温された後のガスの温度は、通常、
１５０～２００℃程度になっている。このガスは前記濃縮水の水が気化した水蒸気を含ん
でおり、集塵器等でさらに塵などが取り除かれ、大気中に放出される。
【００２７】
　前記焼却プラントから排出される排水は、少なくとも焼却装置１の周辺機器を冷却した
後の機器冷却排水を含んでいる。他にも該排水としては、例えば、廃熱ボイラなどの熱回
収装置２からブローされるブロー排水、焼却プラントから発生する焼却残渣やスラグを冷
却する残渣冷却排水、廃棄物収集車を洗浄したときに発生する洗車排水、生活排水など、
又はその他焼却プラント内で発生する排水が挙げられる。
【００２８】
　次に、本実施形態の排水処理方法で実施する各工程について詳しく説明する。なお、本
実施形態の排水処理方法で用いる装置類の概略図を図２に示す。
【００２９】
　本実施形態の排水処理方法は、まず、焼却プラントから排出される排水に含まれる浮遊
物を減少させる前処理工程を前記脱塩素剤添加工程の前に実施する。
【００３０】
　前処理工程を前記脱塩素剤添加工程の前に実施することにより、前記排水に含まれ得る
浮遊物を減少させることができ、前記脱塩素剤添加工程後に実施する前記ＲＯ膜分離工程
で用いる前記ＲＯ膜の目詰まりを抑制できる。従って、前記ＲＯ膜の交換頻度が低くなり
、より効率的に前記分離水を得ることができ、焼却プラントにおける燃焼排ガスの熱をよ
り効率よく回収できる。従って、前記ＲＯ膜の交換頻度が低くなり、より効率的に前記分
離水を得ることができ、焼却プラントにおける燃焼排ガスの熱をより効率よく回収できる
。
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【００３１】
　前記浮遊物としては、有機性微粒子、無機性微粒子などが挙げられ、その他の固体状微
粒子なども挙げられる。これら浮遊物は、前記焼却プラントから排出される排水に含まれ
得る。
【００３２】
　前記前処理工程では、図２に示すように、前記排水に含まれる浮遊物を減少させるべく
、前記排水をＭＦ膜によって分離し該ＭＦ膜を透過したＭＦ膜透過排水を前記排水から分
離除去する。
【００３３】
　前記前処理工程において、前記排水をＭＦ膜によって分離し該ＭＦ膜を透過したＭＦ膜
透過排水を前記排水から分離除去することにより、前記排水に含まれ得る比較的小さい浮
遊物を前記ＭＦ膜によって除去でき、前記ＲＯ膜分離工程で用いられる前記逆浸透膜（Ｒ
Ｏ膜）の目詰まりをより抑制できる。従って、前記逆浸透膜（ＲＯ膜）の交換頻度が低く
なり、より効率的に前記濃縮水を得ることができる。即ち、上述のごとく焼却プラントに
おける燃焼排ガスの熱をより効率よく回収できるうえに、より効率的に前記分離水を得る
ことができる。
【００３４】
　また、前記前処理工程においては、未だ前記脱塩素剤添加工程が実施されていない排水
をＭＦ膜によって分離するため、前記排水には遊離残留塩素が含まれ得る。遊離残留塩素
が含まれ得る排水を前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）によって分離することにより、該精密ろ過
膜（ＭＦ膜）における微生物の繁殖が抑制され得る。即ち、排水に含まれている遊離残留
塩素によって前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）における微生物の繁殖が抑制され得る。このよう
に、前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）における微生物の繁殖を抑制し得る点、及び、後述するよ
うに前記ＲＯ膜の劣化を抑制する点において、本実施形態の排水処理方法は、前記前処理
工程の後であって前記ＲＯ膜分離工程の前に、前記脱塩素剤添加工程を実施する。
【００３５】
　前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な精
密ろ過膜を用いることができる。詳しくは、前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）としては、多孔質
の膜が挙げられ、ろ過膜ユニットとなっているものが用いられ得る。ろ過膜ユニットとし
ては、例えば、中空糸膜、スパイラル膜、チューブラー膜がベッセル内に保持されたもの
が挙げられる。また、前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）としては、中空糸膜あるいは平膜をその
まま被処理水中に浸漬して用いるものも例示される。なお、前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）は
、通常、５０ｎｍ～１０μｍ程度の孔径の孔を有している。
【００３６】
　なお、前記前処理工程においては、前記精密ろ過膜（ＭＦ膜）以外にも、前記ＲＯ膜の
孔径より大きい孔径を備えた、通常、２ｎｍ～２００ｎｍ程度の孔径を有する、例えば限
外ろ過膜（ＵＦ膜）などを用いることができ、また、これらのうちいずれかを複数用いた
もの、又はこれらを組み合わせたものなどを用いることができる。
【００３７】
　さらに、前記前処理工程では、前記排水に含まれる前記浮遊物を減少させる目的で、前
記排水に凝集剤を添加し、主に前記浮遊物が凝集してなる凝集物を発生、沈殿させる凝集
沈殿工程を実施することができる。該凝集沈殿工程を実施することにより、凝集物を前記
排水から除去し、前記排水に含まれ得る前記浮遊物を減少させることができる。
【００３８】
　前記排水に凝集剤を添加することにより、前記浮遊物が凝集物となって沈殿しやすくな
るという利点がある。前記凝集物が沈殿した後の上澄み水を、続いてＭＦ膜によって分離
し該ＭＦ膜を透過したＭＦ膜透過排水を前記排水から分離除去する。これにより、前記Ｒ
Ｏ膜の目詰まりをさらに抑制することができる。
【００３９】
　前記凝集剤としては、従来公知の一般的な凝集剤を用いることができる。前記凝集剤と
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しては、例えば、硫酸第一鉄，硫酸第二鉄，塩化第二鉄などの鉄系凝集剤、硫酸アルミニ
ウム（硫酸バンド）、ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）などのアルミ系凝集剤、これらの
混合物等が例示される。なお、前記凝集剤の添加量は、適宜調整され得る。
【００４０】
　前記凝集沈殿工程は、前記排水が所定量貯留され、前記凝集剤が添加されるように備え
られている凝集装置を用いて実施できる。前記凝集装置は、前記凝集剤が適宜、適量、適
当な時期に前記排水へ添加されるように備えられている。前記排水に含まれる浮遊物が凝
集剤によって凝集物として沈殿した後の上澄み水は、図２に示すように次の工程で用いら
れ得る。
【００４１】
　加えて、前記前処理工程では、前記排水に含まれる前記浮遊物を減少させる目的で、前
記凝集沈殿工程を実施した後に、砂ろ過工程を実施することができる。前記凝集沈殿工程
を実施した後に、前記凝集物が沈殿した後の上澄み水を用いて前記砂ろ過工程を実施する
ことにより、凝集物として沈殿しなかった浮遊物であってもさらに減少され得るため、前
記排水に含まれた前記浮遊物をより確実に低減できるという利点がある。
【００４２】
　前記砂ろ過工程は、例えば、砂利の層の上に砂やアンスラサイト等ろ過メディアの層を
敷いた砂ろ過装置を用いて実施できる。該砂ろ過装置は、主に前記排水に含まれる浮遊物
を減少させるものであり、前記砂ろ過装置としては、一般的に用いられているものが挙げ
られる。前記砂ろ過装置を透過した水は、図２に示すように次の工程で用いられ得る。ま
た、前記砂ろ過装置を透過した水の一部は、前記濃縮水と混合されて、詳細を後述する前
記減温工程で用いられ得る。
【００４３】
　次に、前記塩素量測定工程、前記脱塩素剤添加工程、及び前記脱塩素剤増加工程につい
て説明する。図３は、これら各工程で用いる装置類の概略図であり、図２における脱塩素
水槽４をより詳細に表したものである。また、脱塩素剤貯留槽５を表したものである。
【００４４】
　本実施形態の排水処理方法は、前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を継続的に測定す
る塩素量測定工程を前記前処理工程の後に実施する。詳しくは、前記塩素量測定工程を前
記前処理工程の後であって、前記ＲＯ膜分離工程の前に実施する。
【００４５】
　また、本実施形態の排水処理方法は、前記遊離残留塩素を所定量以下に保つことができ
る量の脱塩素剤を前記排水に添加する脱塩素剤添加工程を前記前処理工程の後に実施する
。詳しくは、前記脱塩素剤添加工程を前記前処理工程の後であって、前記ＲＯ膜分離工程
の前に実施する。
【００４６】
　また、本実施形態の排水処理方法は、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水
に添加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加工程を前記前処理工程の後に実施する。詳
しくは、前記脱塩素剤増加工程を前記前処理工程の後であって、前記ＲＯ膜分離工程の前
に実施する。
【００４７】
　なお、前記塩素量測定工程、及び前記脱塩素剤添加工程は、通常、同時に実施し、継続
的に実施する。即ち、継続的に前記排水の遊離残留塩素濃度を検知しながら、継続的に前
記排水に所定量の脱塩素剤を添加する。また、前記脱塩素剤増加工程は、遊離残留塩素濃
度の上昇に対応して前記排水に添加する脱塩素剤の量を増加させる工程であり、必要に応
じて実施するものである。即ち、前記塩素量測定工程において遊離残留塩素濃度が所定値
以上に上昇した場合に、前記排水に添加する脱塩素剤の量を増加させて、前記排水に含ま
れる次亜塩素酸イオンなどの遊離残留塩素を還元させて低減させる。
【００４８】
　前記塩素量測定工程は、詳しくは、前記排水の酸化還元電位又は遊離残留塩素濃度を計
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測し、前記排水に含まれる次亜塩素酸イオンなどの遊離残留塩素の量を検知する工程であ
る。具体的には、前記塩素量測定工程は、例えば、図３に示した、前記ＭＦ膜を透過した
ＭＦ膜透過排水を一時的に貯留する脱塩素水槽４と、該脱塩素水槽４に備えられた遊離残
留塩素量検知装置とを用いることにより実施することができる。前記遊離残留塩素量検知
装置としては、酸化還元電位計（ＯＲＰ）又は塩素計などを用いることができる。
　なお、酸化還元電位計（ＯＲＰ）又は塩素計としては、水処理の技術分野において従来
公知の一般的な、市販されているものを用いることができる。
【００４９】
　前記遊離残留塩素とは、詳しくは、次亜塩素酸イオン（ＣｌＯ-）、次亜塩素酸（ＨＣ
ｌＯ）、塩素分子（Ｃｌ2）である。
　なお、焼却プラントから排出される排水は、前記焼却プラントの操業状態、プラント内
での作業によって、酸化性物質である遊離残留塩素の濃度が突発的に上昇することがある
。前記排水に含まれる遊離残留塩素の濃度が上昇すると、排水の酸化還元電位が上昇する
ため、該酸化還元電位の値は、前記排水に含まれる遊離残留塩素の濃度を示す指標となる
。
【００５０】
　前記脱塩素剤添加工程は、詳しくは、酸化性物質である前記遊離残留塩素による前記Ｒ
Ｏ膜の劣化を抑制する目的で、前記排水に所定量の脱塩素剤を添加する工程である。具体
的には、前記脱塩素剤添加工程は、例えば、図３に示した、脱塩素剤を貯留する脱塩素剤
貯留槽５と、前記ＭＦ膜透過排水がＲＯ膜へ導かれる途中の段階で脱塩素剤貯留槽５から
脱塩素剤をポンプにより供給して添加する手段とを用いることにより実施できる。前記脱
塩素剤添加工程を実施することにより、酸化性物質である遊離残留塩素による前記ＲＯ膜
の劣化、特に芳香族ポリアミドで形成されたＲＯ膜の劣化を抑制することができる。
【００５１】
　ここで、所定量の脱塩素剤とは、前記ＲＯ膜分離工程を実施する前の排水における遊離
残留塩素の量を所定量以下に保つことのできる通常の量の脱塩素剤であり、例えば、前記
排水の酸化還元電位を１００ｍＶ以下、又は前記排水の遊離残留塩素濃度を１０ｐｐｍ以
下に保つことのできる通常の量の脱塩素剤である。なお、前記焼却プラントにおける操業
状態、プラント内での作業によって、前記排水に含まれる遊離残留塩素の量が変動し得る
ため、添加される脱塩素剤の所定量は変動し得る。また、上述のごとく前記排水の遊離残
留塩素濃度は、突発的に上昇することがあり、所定量の脱塩素剤だけでは、ＲＯ膜で分離
される前記排水の遊離残留塩素濃度の上昇を抑えられなくなり得る。
【００５２】
　前記脱塩素剤としては、添加された後の排水のＣＯＤを上昇させにくいという点で、無
機還元剤が好ましい。前記無機還元剤としては、例えば、重亜硫酸ソーダ（亜硫酸水素ソ
ーダ）などの重亜硫酸塩、チオ硫酸ソーダなどのチオ硫酸塩、など、水処理の技術分野に
おいて従来公知の一般的なものを用いることができる。なお、これらの脱塩素剤は、例え
ば、水に溶解させて水溶液としてから前記排水に添加させることができる。
【００５３】
　前記脱塩素剤増加工程は、具体的には、例えば、図３に示すように、必要に応じて前記
脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素水槽４に脱塩素剤を供給できるように備えられたポンプ
と、前記酸化還元電位計又は塩素計とを用いて、前記ポンプを酸化還元電位計又は塩素計
と連動させて、酸化還元電位又は遊離残留塩素濃度が所定値より大きくなった場合に前記
ポンプを作動させて、前記脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素水槽４に脱塩素剤を添加する
ことにより実施できる。前記脱塩素剤増加工程を実施することにより、前記排水に含まれ
る次亜塩素酸イオンなどの遊離残留塩素が突発的に増加した場合であっても、前記排水に
含まれる次亜塩素酸イオンなどの遊離残留塩素の濃度上昇を抑えることができ、酸化性物
質である遊離残留塩素による前記ＲＯ膜の劣化を抑制することができる。
【００５４】
　ここで、前記脱塩素剤増加工程において酸化還元電位又は遊離残留塩素濃度の上昇に対
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応する方法としては、特に限定されず、例えば、酸化還元電位や遊離残留塩素濃度が所定
値より大きくなった場合に対応する方法、酸化還元電位や遊離残留塩素濃度の連続的な上
昇が認識された場合に対応する方法、酸化還元電位や遊離残留塩素濃度の経時的な上昇傾
向が認識された場合に対応する方法などが挙げられる。このようにして、前記脱塩素剤増
加工程では、酸化還元電位や遊離残留塩素濃度の上昇に対応して前記排水に添加する脱塩
素剤の量を増加させることができる。
【００５５】
　なお、前記脱塩素剤添加工程及び前記脱塩素剤増加工程は、上述のごとく図３に示すよ
うに、別々の手段によって実施することもできるが、同じ手段を用いて実施することもで
きる。具体的には、例えば、前記脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素水槽４に脱塩素剤を供
給できるように備えられたポンプによって、前記脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素水槽４
に所定量の脱塩素剤を添加することにより前記脱塩素剤添加工程を実施し、該ポンプを酸
化還元電位計又は塩素計と連動させて、酸化還元電位や遊離残留塩素濃度が所定値より大
きくなった場合に前記ポンプの供給能力を上げて、前記脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素
水槽４に供給する脱塩素剤の量を増加することにより前記脱塩素剤増加工程を実施できる
。
【００５６】
　本実施形態の排水処理方法は、前記ＲＯ膜分離工程を前記前処理工程の後であって前記
減温工程の前に実施する。前記ＲＯ膜分離工程では、前記排水からＲＯ膜によって濃縮水
を分離除去する。即ち、前記焼却プラントから排出される排水をＲＯ膜によって分離して
、前記排水に含まれる不純物が濃縮され実質的に容積が減少した前記濃縮水を分離除去す
る。従って、前記ＲＯ膜分離工程を実施して前記排水から前記濃縮水を分離除去すること
により、前記排水の一部を汚染度がより高められた水にすることができると認識すること
もできる。汚染度が比較的高い水は、通常、放流等できず、前記排水と混合されるなどし
て再度排水処理されるところ、本実施形態の排水処理方法での減温工程（後述）における
ように、汚染度が比較的高くなった前記濃縮水を気化させてその容量を減らすことは、排
水処理の効率化の点において好ましい。
【００５７】
　一方、前記ＲＯ膜分離工程では、前記焼却プラントから排出される排水をＲＯ膜によっ
て分離して、前記排水に含まれる不純物を減少させ、実質的に容積が減少した前記透過水
を分離除去できる。前記透過水は、前記排水に含まれる不純物等が減少されて、工業用水
と同程度の比較的浄化度の高いものになっており、比較的高浄化度が要求される用途で用
いられ得る。即ち、例えば、前記透過水を放流することができ、又は、焼却プラント内に
おいて高浄化度の求められるボイラ原水、機器冷却水、プラント内で使用するプラント用
水等の用途向けなど、汚染されている前記排水をそのまま適用することができない用途で
用いることができる。従って、前記ＲＯ膜分離工程を実施して前記排水から前記透過水を
分離除去することにより、前記排水の一部を比較的浄化度の高い水とし、より高い浄化度
が求められる用途に適用することができる。
【００５８】
　ここで、前記不純物としては、イオン成分、有機物などが挙げられる。前記不純物の前
記イオン成分としては、例えば、陽イオン性物質、陰イオン性物質などが挙げられ、具体
的には、陰イオンとイオン結合して水に溶解しにくいスケールを発生させやすいカルシウ
ムイオン、マグネシウムイオンなどが例示される。また、前記有機物としては、前記原水
に溶解している水溶性有機物などが挙げられる。
【００５９】
　前記逆浸透膜（ＲＯ膜）としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な逆浸
透膜を用いることができる。詳しくは、前記逆浸透膜としては、例えば、逆浸透膜ユニッ
トとなっているものが用いられ得る。逆浸透膜ユニットとしては、中空糸膜、スパイラル
膜、管状膜等の状態で設置されたろ過膜が、ベッセル内に保持され高い圧力に耐えられる
ようになったものが挙げられる。また、前記逆浸透膜としては、例えば、非対称膜の緻密
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層と微細多孔層とで構成される複合膜が挙げられる。なお、前記逆浸透膜にある孔の孔径
としては、通常、２ｎｍ以下が例示される。
【００６０】
　また、前記ＲＯ膜分離工程では、該ＲＯ膜によって濃縮された濃縮水に、析出物（いわ
ゆるスケール）が発生することを防止する目的で、前記ＭＦ膜を透過したＭＦ膜透過排水
にスケール防止剤を添加することができる。前記ＭＦ膜透過排水にスケール防止剤を添加
することにより、前記ＭＦ膜透過排水に含まれるスケールになり得る成分（イオン状シリ
カ、カルシウムイオン、マグネシウムイオンなどの硬度成分、溶解性蒸発残留物、重炭酸
など）がスケールとなって析出することを抑制することができる。
【００６１】
　前記スケール防止剤としては、具体的には、キレート剤作用を有する化合物、より具体
的には、ポリリン酸、ホスホン酸、カルボン酸系高分子電解質（一般に低分子量ポリマー
と呼ばれる）等を用いることができる。
【００６２】
　また、前記ＲＯ膜分離工程では、前記ＲＯ膜に発生し得るバイオファウリングを防止す
る目的で、前記ＭＦ膜透過排水にバイオファウリング抑制剤を添加することができる。前
記ＭＦ膜透過排水にバイオファウリング抑制剤を添加することにより、前記ＲＯ膜の目詰
まりを生じさせるバイオファウリングを抑制することができる。
【００６３】
　前記バイオファウリング抑制剤としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的
なものを用いることができる。
【００６４】
　なお、前記ＲＯ膜分離工程では、前記逆浸透膜（ＲＯ膜）のユニットを２つ直列につな
げて（図示せず）実施することができる。前記逆浸透膜（ＲＯ膜）のユニットを２つ直列
につなげることにより、逆浸透膜を透過した透過水の浄化度をさらに高めることができ、
該透過水を例えば廃熱ボイラに供給される純水などの浄化度の極めて高い水として適用で
きる。
【００６５】
　本実施形態の排水処理方法は、前記減温工程を前記ＲＯ膜分離工程の後に実施する。前
記減温工程では、前記濃縮水の気化熱により前記熱回収ガスを減温させる。
【００６６】
　詳しくは、前記減温工程では、前記熱回収装置２を通過して熱が回収された前記熱回収
燃焼排ガスに対して、前記減温装置３において前記濃縮水を噴射することによって、前記
熱回収燃焼排ガスをさらに減温する。該減温、即ち温度を低下させることは、前記濃縮水
が蒸発する際の気化熱を利用しておこなう。
【００６７】
　前記減温工程においては、前記濃縮水を前記減温装置３内に噴射等するなど、前記熱回
収燃焼排ガスを前記濃縮水の気化熱により減温させるに際して、前記排水の容積が減じら
れて前記濃縮水となっている分、気化させる水の量が少ないため、前記熱回収燃焼排ガス
を減温する温度幅を小さく設定することができる。また、前記減温装置３で減温される前
記熱回収燃焼排ガスは、その上流側で熱回収装置２により燃焼排ガスから熱を回収された
ものであり、前記熱回収燃焼排ガスを前記減温装置３において減温する温度幅を小さくす
る分、その上流側にある前記熱回収装置２において燃焼排ガスから回収する熱量を大きく
設定することができる。なお、前記濃縮水の水分は、前記減温工程を実施することにより
、通常、水蒸気となって大気中に放出される。
【００６８】
　具体的には、例えば、前記燃焼排ガスが１０００℃であって、前記熱回収燃焼排ガスを
前記減温工程により１５０℃にまで減温するように設定すると、本実施形態の排水処理方
法では、前記濃縮水が比較的少ないため、前記熱回収燃焼排ガスを前記減温工程によって
３００℃から１５０℃、即ち１５０℃の温度幅で減温するように設定し得る。従って、前
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記熱回収装置２においては、１０００℃から３００℃、即ち７００℃分の熱を回収できる
。
　一方、従来の排水処理方法では、前記減温工程で用いる水が比較的多いため、例えば、
前記熱回収燃焼排ガスを前記減温工程によって４００℃から１５０℃、即ち（上記の例に
おける１５０℃の温度幅より大きい）２５０℃の温度幅で減温するように設定し得る。従
って、前記熱回収装置２においては、１０００℃から４００℃、即ち（上記の例における
７００℃分より少ない）６００℃分の熱しか回収できない。
【００６９】
　なお、前記ＭＦ膜濃縮水中に含まれる浮遊物（ＳＳ）が多い場合には、前記濃縮水を前
記減温装置３内に噴射等する際に、配管やノズルの目詰まりを起こす可能性がある。斯か
る現象を防ぐべく、前記ＭＦ膜濃縮水の全部又は一部を上流側へ返送して、斯かるＭＦ膜
濃縮水の全部又は一部に対して前記前処理工程を実施し、前記ＭＦ膜濃縮水中に含まれる
浮遊物を除去する処理を行ってもよい。
【００７０】
　本実施形態の排水処理方法は、前記ＲＯ膜分離工程及び前記減温工程を実施することに
より、前記熱回収装置２において燃焼排ガスから回収する熱量をより大きくすることがで
きることは上述の通りであり、好ましくは、排水処理後の水を極力放流しない方式、より
好ましくは、前記排水を実質的に放流しない方式において実施する。
【００７１】
　詳しくは、従来の排水処理方法においては、排水処理後の水を極力放流しないようにす
る目的で、排水処理後の水の一部を焼却装置１周辺機器の冷却、その他プラント用水など
に利用できるものの、排水処理後の水の大半は、減温装置３内を通過する前記熱回収燃焼
排ガスに噴射して気化させ、排水処理後の水の容量を減らすことなどを行う。即ち、比較
的多量の水が減温装置３における減温のために用いられることとなる。減温装置３に噴射
等される水が比較的多量であるが故に、その気化熱により減温する温度幅を比較的大きく
設定することとなる。その分だけ、減温装置３の上流側にある熱回収装置２において、燃
焼排ガスから回収する熱量を少なく設定せざるを得ない。即ち、減温装置３において減温
する温度幅を大きくすることに伴い、熱回収装置２における燃焼排ガスからの熱回収量を
小さくすることとなり、焼却プラントにおける燃焼排ガスからの熱回収効率が低くなりや
すい。
【００７２】
　そこで、本実施形態の排水処理方法のごとく、前記ＲＯ膜分離工程によって前記焼却プ
ラントから排出される排水をＲＯ膜によって分離して、前記排水に含まれる不純物が濃縮
され汚染度がより高められた前記濃縮水を分離除去する。汚染度が比較的高い水は、通常
、放流等できず、前記排水と混合されるなどして再度排水処理されるところ、汚染度が比
較的高くなった前記濃縮水を気化させてその容量を減らすことは、排水処理後の水を極力
放流しないようにする目的を達成する点において好ましい。
【００７３】
　一方、前記ＲＯ膜分離工程では、前記焼却プラントから排出される排水をＲＯ膜によっ
て分離して、前記排水に含まれる不純物を減少させ、実質的に容積が減少した前記透過水
を分離除去できる。前記透過水は、前記排水に含まれる不純物等が減少されて、工業用水
等と同程度の比較的浄化度の高いものになっており、比較的高い浄化度が要求される用途
で用いられ得る。即ち、例えば、焼却プラント内において比較的高い浄化度の求められる
ボイラ原水、機器冷却水、プラント内で使用するプラント用水等の用途向けなどで用いる
ことができる。従って、前記ＲＯ膜分離工程を実施して、前記排水の一部を比較的浄化度
の高い前記透過水を生じさせることは、該透過水を焼却プラントにおける様々な用途に適
用できることにつながり、排水処理後の水を極力放流しないようにする目的を達成する点
において好ましい。
【００７４】
　さらに付言するならば、前記減温工程で用いる濃縮水は、焼却プラントから排出される
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排水に含まれる不純物が濃縮され、汚染度が高まったものであり、例えばボイラ原水、機
器冷却水、プラント内で使用するプラント用水などのように比較的高浄化度が要求される
用途においてそのまま利用できるものではない。よって、前記濃縮水を極力放流しないよ
うにするためには、再度排水処理することとなり、再度排水処理する分だけ排水処理量が
増える。そこで、前記濃縮水を前記排水と混合する代わりに、本実施形態の排水処理方法
のように前記減温工程を実施し、前記濃縮水を前記減温装置３で蒸発させ、前記濃縮水の
気化熱により前記熱回収燃焼排ガスを減温させることにより、上述のごとく前記熱回収装
置２において燃焼排ガスから回収する熱量を大きくすることができるうえに、排水処理量
が増加することを抑制できる。
【００７５】
　なお、前記前記減温工程で用いる濃縮水には、前記前処理工程においてＭＦ膜によって
前記排水が濃縮されたＭＦ膜濃縮水を混合させることができる。また、前記濃縮水には、
前記ＭＦ膜を逆流洗浄（逆洗）したときや薬品洗浄したときの排水を混合させることがで
きる。即ち、前記濃縮水には、必要に応じて、他の排水等を混合させることができる。
【００７６】
　本実施形態の排水処理方法は、前記ＲＯ膜分離工程においてＲＯ膜を透過した透過水を
さらに取り扱う後処理工程を、前記ＲＯ膜分離工程の後に実施することができる。
【００７７】
　具体的には、前記後処理工程では、前記透過水が純水と同等の水質となることから、前
記透過水を直接廃熱ボイラへ給水することができる。なお、前記後処理工程においては、
焼却プラントにおいて必ずしも完全なクローズドシステムを採用していない場合、前記透
過水を海、河川、又は下水等へ放流することができる。
【００７８】
　なお、前記前処理工程の前に、例えば、従来公知の水処理方法を採用する態様も本発明
に含まれ得る。また例えば、前記後処理工程の後に、従来公知の水処理方法を採用する態
様も本発明に含まれ得る。
【００７９】
　続いて、本発明に係る排水処理設備の一実施形態について説明する。
【００８０】
　本実施形態の排水処理設備は、有機物を燃焼させる焼却装置１と、該焼却装置１から排
出される燃焼排ガスの熱を回収する熱回収装置２と、前記熱回収装置２で熱回収された燃
焼排ガス（熱回収燃焼排ガス）をさらに減温させる減温装置３とが備えられた焼却プラン
トから排出される排水の排水処理設備であって、
　前記排水に含まれる遊離残留塩素の量を測定する塩素量測定手段と、前記排水に脱塩素
剤を添加する脱塩素剤添加手段と、前記遊離残留塩素の量の上昇に対応して前記排水に添
加する脱塩素剤を増加させる脱塩素剤増加手段と、前記脱塩素剤が添加された前記排水か
ら逆浸透膜（ＲＯ膜）によって濃縮水を分離除去するＲＯ膜分離手段と、前記熱回収燃焼
排ガスを前記濃縮水の気化熱により前記減温装置３で減温させる減温手段とが備えられて
いることを特徴とする。
【００８１】
　前記塩素量測定手段としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な装置が挙
げられ、例えば、酸化還元電位計又は塩素計を備え前記ＭＦ膜透過排水を一時的に貯留す
る脱塩素水槽４などが挙げられる。
【００８２】
　前記脱塩素剤添加手段としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な装置が
挙げられ、例えば、脱塩素剤を貯留する脱塩素剤貯留槽５、ＭＦ膜透過排水がＲＯ膜へ導
かれる途中の段階で脱塩素剤貯留槽５から脱塩素剤を添加するように備えられた配管など
が挙げられる。
【００８３】
　前記脱塩素剤増加手段としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な装置が
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挙げられ、例えば、必要に応じて前記脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素水槽４に脱塩素剤
を添加できるように備えられたポンプ、該ポンプが酸化還元電位計又は塩素計と連動して
酸化還元電位又は遊離残留塩素濃度が所定値より大きくなった場合に前記ポンプが作動し
て前記脱塩素剤貯留槽５から前記脱塩素水槽４に脱塩素剤が添加されるように備えられた
装置などが挙げられる。
【００８４】
　前記ＲＯ膜分離手段としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な装置が挙
げられ、例えば、上述したＲＯ膜、又はＲＯ膜ユニットなどが挙げられる。
【００８５】
　前記減温手段としては、水処理の技術分野において従来公知の一般的な装置が挙げられ
る。例えば、前記熱回収装置２から導入される前記熱回収燃焼排ガスに水を噴射又は噴霧
し、前記熱回収燃焼排ガスの温度を水の気化熱により下げる減温塔などの減温装置３にま
で前記濃縮水を引き込む装置（図示せず）などが挙げられる。
【００８６】
　また、本実施形態の排水処理設備は、前記排水に含まれる浮遊物を減少させるべく前記
排水を精密ろ過膜（以下、ＭＦ膜ともいう）によって分離し該精密ろ過膜（ＭＦ膜）を透
過したＭＦ膜透過排水を前記排水から分離除去する前処理手段が備えられ得る。
【００８７】
　本実施形態の排水処理設備は、他に、前記排水が所定量貯蓄され前記凝集剤が適宜、適
量、適当な時期に前記排水へ添加される凝集装置や、砂利の層の上に砂やアンスラサイト
等ろ過メディアの層を敷いたものなど、一般的に用いられている砂ろ過装置が備えられ得
る。
【００８８】
　本実施形態の排水処理設備は、一般的な方法によって製造することができる。即ち、前
記ＭＦ膜、前記ＲＯ膜、前記凝集装置、前記砂ろ過装置などとしては、水処理の技術分野
において一般的に用いられているものを採用することができ、これらに必要な配管、配線
等を設置するなどして組み合わせ、通常の方法で本実施形態の排水処理設備を製造するこ
とができる。
【００８９】
　本発明は、上記例示の焼却プラントから排出される排水の排水処理方法および排水処理
設備に限定されるものではない。
　また、一般の水処理方法および水処理設備において用いられる種々の態様を、本発明の
効果を損ねない範囲において、採用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】焼却プラントを簡略的に表した簡略図。
【図２】本実施形態の排水処理方法で用いる装置類の概略図。
【図３】塩素量測定工程、脱塩素剤添加工程、及び脱塩素剤増加工程で用いる装置類の概
略図。
【符号の説明】
【００９１】
　１・・・焼却装置（焼却炉）
　２・・・熱回収装置（廃熱ボイラ）
　３・・・減温装置（減温塔）
　４・・・脱塩素水槽
　５・・・脱塩素剤貯留槽
　６・・・遊離残留塩素量検知装置（酸化還元電位計又は塩素計）
　Ｐ・・・ポンプ



(15) JP 2010-64016 A 2010.3.25

【図１】

【図２】

【図３】



(16) JP 2010-64016 A 2010.3.25

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０２Ｆ   1/52     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   1/52    　　　Ｋ          　　　　　

(72)発明者  平井　友希子
            兵庫県神戸市西区室谷１丁目１番４号　株式会社神鋼環境ソリューション技術研究所内
(72)発明者  細田　博之
            兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号　株式会社神鋼環境ソリューション本社内
(72)発明者  山形　成生
            兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号　株式会社神鋼環境ソリューション本社内
(72)発明者  西村　友伸
            兵庫県神戸市中央区脇浜町１丁目４番７８号　株式会社神鋼環境ソリューション本社内
(72)発明者  二階堂　宏央
            兵庫県神戸市西区室谷１丁目１番４号　株式会社神鋼環境ソリューション技術研究所内
Ｆターム(参考) 4D006 GA03  GA07  JA71  KA01  KA02  KA52  KA57  KA72  KB13  KB14 
　　　　 　　        KB30  MA01  MA02  MA03  MB02  PA01  PB08 
　　　　 　　  4D015 BA19  BA23  BB05  BB13  CA20  DA04  DA06  DA13  DA15  DA16 
　　　　 　　        EA32  FA02  FA16  FA17  FA24 
　　　　 　　  4D050 AA12  AB46  BA06  BA07  BD02  BD03  BD06  BD08  CA09  CA15 
　　　　 　　        CA16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

